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4月 1年：硬式野球移行期
2/3年：基礎的技術向上期

5月 1年：基礎体力習得期
2/3年：基礎的戦術習得期

6月 1年：基礎的技術習得期
2/3年：基礎的戦術深化期

7月 全学年：実戦における練
習成果の発揮

8月 1/2年：基礎体力習得期
　　　 基礎的技術習得期

9月 1/2年：基礎体力習得期
　　　 基礎的技術習得期

10月 1/2年：基礎的戦術習得期
　　　　基礎技術習得期

11月 1/2年：基礎技術習得期

12月 1/2年：基礎体力習得期
　　　 筋力向上期

1月 1/2年：基礎体力習得期
　　　 筋力向上期

2月 1/2年：基礎体力習得期
　　　 基礎技術習得期

3月 1/2年：基礎的戦術
　　　　　　　習得期

○全国高等学校野球選手権栃木大会
○農業高校大会

栃木県立栃木農業高等学校 部の活動方針及び年間計画等

○大会等の試合において1つでも多く勝利する。
○質実剛健、進取自治の校訓のもと、五感の利く人物を目指し、社会で活躍する素養を身につける。
○校則に従い学校生活など日常の様々な場面を通して、心遣い・礼法・学力を身につける。
○学生野球憲章に則り、幸運におごらず、困難に屈しない明朗強靭な人物の育成を目指す。

○生徒の心身の健康管理に十分配慮し、適切な休養日を確保する。
○学校生活や授業等に支障の出ない範囲で合理的かつ効果的な活動を行う。
○生徒の心身の成長、技術力・競技力の向上を図るため、自主・自律、責任ある活動に取り組む。

○毎週月曜日を休養日を基本としシーズンオフには5勤1休とする場合もある。（連休により変更もある。）
○長期休業期間等は固定ではなく休養日の変更もある。但し週の中で必ず休みを設けるようにする。
○年間の休養日は原則として104日以上とし、そのうち52日以上は土日祝日とする。
○定期試験初日の1週間前から定期試験実施期間(最終日を除く)は原則として活動を行わない。
　ただし、当該期間においても、大会等参加の場合は、校長の承認を得て活動を実施することもある。

○一日の活動時間は、平日は2時間程度として19時には完全下校とし、休業日は3時間程度とする。
　ただし、休業日は３時間程度を目安とし、週当たりの活動時間に留意する。練習試合についてはこの時間に限らず途中昼食休憩等
を設け、体調管理に配慮する
　（※活動時間においては、準備・片付け時間とウォーミングアップ等を含む時間とする）

○春季県大会（4/12～）

参加予定大会等

○栃木地区高校野球親善大会

○交流戦

○秋季県大会

○一年生大会

○栃木地区高校野球親善試合
○栃木県高校野球連盟主催中高合同練習会（予定）

○栃木県高校野球連盟主催小学生練習会（予定）
○栃木地区高校野球合同練習会

オフシーズン

練習試合 練習


